
愛 川 町 文 化 芸 能全 国大 会等 出場 奨励 金交 付要 綱  

（趣 旨）  

第１ 条   こ の 要 綱 は 、町 民 の 文 化芸 能活 動に 対す る意 識高 揚を 図る ため 、ア

マチ ュア を 対 象 と し た 文 化 芸能 等の 全国 大会 及び 国際 大会 （以 下「 大会 」

と い う 。） に 出 場 す る こ と に よ り 、 本 町 の 文 化 振 興 に 寄 与 す る と 認 め ら れ

る個 人又 は 団 体 に 対 し 、出 場 経 費の 一 部を 交付 する こと につ いて 愛川 町補

助金 の交 付 等 に 関 す る 規 則（昭 和 55年愛 川町 規則 第５ 号）に定 める もの の

ほか 、必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（定 義）  

第２ 条   こ の 要 綱 に お い て 、次 の各 号に 掲げ る用 語の 意義 は、それ ぞれ 当該

各号 に定 め る とこ ろ に よ る 。  

(1) 全 国 大 会 ※ １  

全 国 規 模 ※ ２ の 大 会 で 、 地 方 予 選 、 選 考 会 等 を 経 て 出 場 す る 大 会 又 は

明確 な出 場 基 準 ・ 選 考 基 準 によ り出 場す る大 会を いう 。  

(2) 国 際 大 会 ※ １  

国 際 規 模 ※ ３ 又 は 世 界 規 模 ※ ４ の 大 会 で 、 か つ 、 国 内 予選 、 選 考 会 等を

経て 出場 す る 大 会 又 は 明 確 な出 場基 準・選 考基 準 によ り 出場 する 大会 を

いう 。  

(3) そ の 他 大 会  

前 ２ 号 に 該 当 し な い 大 会 又 は 予 選 会 や 選 考 会 を 経 ず 、 明 確 な 出 場 基  

準・ 選考 基 準 の な い 全 国 規 模、 国際 規模 、世 界規 模大 会を いう 。  

※１  対 象 と な る 大 会 は 、国 、地方 公共 団体 、全国 的 、国際 的な 文化 芸

能団 体 及 び こ れ ら に 準 ずる 文化 芸能 団体 が主 催す る大 会に 限る 。  

※２  全 国 規 模  国 内 の 一 部都 道府 県、一部 地域 に限 らず 、全 都道 府県

を対 象 と し た 大 会  

※３  国 際 規 模  ア ジ ア 大 会、ヨー ロッ パ大 会な どの 、複 数の 国が 集ま

るが 、 一 部 地 域 に 限 ら れる もの  

※４  世 界 規 模  全 世 界 を 対象 とし た大 会  

（交 付の 対 象 者 ）  

第３ 条   奨 励 金 の 交 付 対 象 者 は、前条 に掲 げる 大会 に出 場す る町 内に 居住 す

る個 人又 は 町 内 に 所 在 す る 団体 とす る。  

２   前条 各 号 の 規 定 に か か わ ら ず、次の 各号 に該 当す る場 合は 、奨 励金 を交

付し ない も の と す る。  

(1) 関 東 中 学 校 及 び 全 国 中 学 校 大 会 等 参 加 者 派 遣 費 支 給 基 準 に よ り 支 給

を受 け た 場 合  

(2) 前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 団体 の構 成員 で町 外に 在住 する 者  



（奨 励金 の 額 ）  

第４ 条   奨 励 金 の 額 は 、 別 表 に 定め る額 とす る。  

（交 付の 回 数 ）  

第５ 条   奨 励 金 の 交 付 回 数 は、第２ 条に 定め る大 会に おい て、一会 計年 度に

つき 国内 、 国 外各 １回 を限 度と する 。  

（申 請手 続 ）  

第６ 条   奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ うと する 者は、愛川 町文 化芸 能全 国大 会等 出

場奨 励金 交 付 申 請 書（ 第１ 号様 式）に 必要 な書 類を 添付 して 、町 長に 提出

しな けれ ば な ら な い 。  

（奨 励金 交 付 の決 定 ）  

第７ 条   町 長 は 、前 条 の 規 定 に より 申請 書を 受理 した とき は、内容 を審 査の

うえ 、愛 川 町 文 化 芸 能 全 国 大 会等 出場 奨励 金交 付決 定通 知書（第 ２号 様式 ）

によ り申 請 者 に 通 知 す る も のと する 。  

（結 果報 告 ）  

第８ 条   奨 励 金 の 交 付 を 受 け た 者は 、大会 終 了後、速や かに 愛川 町文 化芸 能

全国 大会 等 出 場 結 果 報 告 書（第 ３号 様式 ）を 町長 に提 出し なけ れば なら な

い。  

（奨 励金 の 返 還 ）  

第９ 条   町 長 は 、奨 励 金 の 交 付を 受け た者 が当 該大 会に 出場 しな かっ たと き

は、奨励 金 交 付 の 決 定 を 取 り消 し、既に 交付 した 奨励 金の 全部 又は 一部 を

返還 させ る こ とが で き る 。  

（委 任）  

第 10条   こ の 要 綱 に 定 め る も の のほ か必 要な 事項 は、そ の都 度町 長が 定め る。 

附  則  

この 要綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ６ 月１ 日か ら施 行す る。  

  附  則  

この 要綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月１ 日か ら施 行す る。  

  附  則  

この 要綱 は 、 令 和 ７年 ４月 １日 から 施行 する 。  



別  表（ 第 ４ 条 関 係 ）  

区     分  交付 金の 額  

全

国

大

会  

個  

  

人  

第 ２ 条 （ １ ） に 定 める 大会  １０ ，０ ００ 円  

第 ２ 条（ １ ）に 定 める 大会 のう ち年 齢

別 等 の 大 会  
７， ００ ０円  

第 ２ 条（ １ ）に 定 める 大会 のう ち中 学

生 以 下 を 対 象 と し た大 会  
５， ００ ０円  

団  

体  
第 ２ 条 （ １ ） に 定 める 大会  

個 人 の 金 額 に 出 場 選 手

(先 生 を 含 む 。 )の 員 数

を 乗 じ て 得 た 額 を 限 度

に 、 そ の 都 度 町 長 が 決

定し た額（上 限 100,000

円）  

国

際

大

会  

個  

人  

第 ２ 条（ ２ ）に 定 める 大会 のう ち国 内

で 開 催 さ れ る 大 会  
１０ ，０ ００ 円  

第 ２ 条（ ２ ）に 定 める 大会 のう ち国 外

で 開 催 さ れ る 大 会  
３０ ，０ ００ 円  

団  

体  
第 ２ 条 （ ２ ） に 定 める 大会  

個 人 の 金 額 に 出 場 選 手

(先 生 を 含 む 。） の 員 数

を 乗 じ て 得 た 額 を 限 度

に 、 そ の 都 度 町 長 が 決

定し た額（上 限 100,000

円）  

そ

の

他

大

会  

個

人  

第 ２ 条（ ３ ）に 定 める 大会 のう ち国 内

で 開 催 さ れ る も の 。  
３， ００ ０円  

第 ２ 条（ ３ ）に 定 める 大会 のう ち国 外

で 開 催 さ れ る も の 。  
５， ００ ０円  

団  

体  
第 ２ 条 （ ３ ） に 定 める 大会  

個人 の金 額に 出場 選手

(先生を 含む 。）の 員数

を乗 じて 得た 額を 限度

に、 その 都度 町長 が決

定し た額（上 限 30,000

円）  

 

  


